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水
墨
を
仕
事
と
す
る
篠
田
桃
紅
。
墨
と

水
に
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
を
託
し
、
か
た
ち

に
す
る
。
定
め
が
た
き
水
に
心
を
託
す
こ

と
は
水
墨
の
仕
事
の
も
と
で
あ
る
と
桃
紅

は
語
っ
て
い
ま
す
。
水
と
墨
の
な
じ
み
具

合
や
紙
と
の
触
れ
方
に
よ
っ
て
、に
じ
み
、

紙
背
に
透
る
瞬
間
、桃
紅
の
心
を
と
ら
え
、

淡
い
墨
色
の
拡
が
り
は
水
の
姿
と
な
っ
て

あ
ら
わ
れ
ま
す
。

　

墨
が
生
き
生
き
と
し
た
色
を
帯
び
、
紙

面
を
た
だ
よ
う
桃
紅
水
墨
は
、
東
西
を
問

わ
ず
多
く
の
人
々
の
心
を
惹
き
つ
け
て
い

ま
す
。

　

今
展
で
は
、
ぎ
ふ
清
流
国
体
・
ぎ
ふ
清

流
大
会
の
開
催
に
併
せ
て
、
水
を
テ
ー
マ

に
篠
田
桃
紅
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
と
ら

え
よ
う
の
な
い
水
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
る

桃
紅
水
墨
の
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

「
桃
紅
水
墨　

水
の
す
が
た
」
展

・
会
期
…
９
月
４
日
（
火
）
～
10
月
24
日

　
（
水
）

・
入
館
料
…
高
校
生
以
上
３
０
０
円
、
中

　

学
生
以
下
無
料

・
休
館
日
…
月
曜
日（
９
月
17
日（
月
・
祝
）、

　

10
月
８
日
（
月
・
祝
）
を
除
く
）、

　

９
月
18
日
（
火
）、
10
月
９
日
（
火
）

・
開
館
時
間
…
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30

　

分
・
関
連
イ
ベ
ン
ト
…
10
月
７
日
（
日
）
午

　

前
11
時
～
「
ヘ
ル
マ
ン
・
メ
ニ
ン
グ
ハ

　

ウ
ス　

ヴ
ィ
オ
ラ
・
コ
ン
サ
ー
ト
」
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男女共同
参画社会

と女 男
ひとひと

女 男
ひとひと

関市男女共同参画懇話会が「男女共同参画推進条例」の制定を提言！！vol.96

照会先 さんかくサポーター事務局（市民協働課内）☎ 23-6831

　7月23日、関市男女共同参画懇話会が、男女共同参画推進条例の制定を求める提言書を尾関健治関
市長に提出しました。内容は、次のとおりです。
「関市では、男女共同参画セミナーや市民フォーラムなどを通して、男女共同参画推進のための啓発事業を
行ってきました。
　しかし、まだまだ男性は外で仕事をし、女性は家事を行うなど固定的な役割分担意識が解消できていま
せん。また、DVやセクハラなど女性に対する人権侵害もあり、関市における男女共同参画の意識や女性の
社会参画は十分ではありません。
　男性も家事を担い、女性が社会へ進出し能力を発揮することで地域は活性化します。また、女性が社会
進出するために環境整備や制度を充実させることは、安定した子育て・教育環境を高めることとなり、それ
により子どもの発達を促進し、未来の地域・社会の担い手を作り出し、高齢化社会を支える基盤にもなります。
　これらのことから、“関市男女共同参画推進条例 ”の制定により、男女共同参画施策が
一層推進されることで、市民一人ひとりが個人として尊重され、性別に関わりなく
個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることができるまちになることを期待して、
提言します。」
　条例が制定され、男女共同参画が一層進むとよいですね。


